
登録カード
利用終了のお知らせ
スポーツネットにしのみやの登録カードについて、

令和５年１月４日より
利用（新規発行・施設利用時の提示）を終了します。

新 規 登 録 時
・使用者登録申請書を施設窓口で受付後、コピーを返却しますので、記載
してある登録番号を確認するとともに、ご自身で管理してください。

施設利用時
・登録番号または利用者名（団体名）、代表者名、部屋名を窓口にお伝え
ください。代表者が来場できない場合は、代理の方の名前、連絡先を確
認いたします。
・登録カードの提示は不要となります。

ペ ナ ル テ ィ に つ い て
・代表者本人が来場できない場合は、事前もしくは、利用開始後１時間以
内に、代表者本人より、利用施設までその旨ご連絡ください。連絡がな
い場合は、ペナルティ１点が付与されます。
・代表者本人確認のため、本人確認書類の提示をお願いする場合がありま
すので、ご了承ください。
※代表者でない方が、代表者本人との虚偽の申請をした場合は、ペナル
ティ１点が付与されますので、ご注意ください。
・代表者本人が来場できず、カード不携帯によるペナルティは廃止します。

運用を変更しますが、みなさまのご理解とご協力を

よろしくお願いします

令和４年（2022）年１２月 西宮市スポーツ推進課


